
議案 第１ ２４や

茨城 北農 業族済事務組合の 解散 につ いて

ｊき 方自 治法 （‖ｇ和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第２ ８８ 条の 規定 によ り， 令和 ４年 ３１

３１ 日を もっ て茨 城北 農業 共済 事務 組合 を解 散す るこ とに つい て， 関係 市回Ｔｒ 村と協

議す るた め， 回法 第２ ９０ 条の 規定 によ り， 議会 の議 決を 求め る。

令和 ３年 １　２Ｊ１　 ２日　 提ｍ

令和　 年　　 天１　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷
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